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Thisreportisontheexaminationresultsofourlegalmedicine'spracticethatwasperfor-

medonthe3rdgradestudentsinourschoolormedicine. Allofthesamplesexaminedin

thepracticeweretakenfrom thestudents. Ⅰnthisreportweshow thattheresultsofthe

firstgroupinthepracticewereABO,MN bloodtypegroupsand secretor,non-secretorin

thesalivaduringthepasttwentyyearsfrom 1965to 1984,Other resultswerefingerprlntS

andpalmardermatoglyphicsduringthepastthreeyearsfrom 1982to1984. Thepractice

wascarriedoutonatotalof2,122students,namely,1,935malestudentsand 187female

students.Inthistotalnumberofstudents,14Taiwanese,MalayslanandotherforeignStu-

dents.wereincluded.Buttheirresultswereexcludedfrom thestatistics.

Keywords:AョoandMN bloodtypegroups,secretorandnon-secretorinthe saliva,

fingerprint,palmardermatoglyphics

ABO式及び MN 式血液型,唾液の分泌型及び非分泌型,指紋,掌紋

は じ め に

当教室では医学部の第皿学年を対象に法医学実習を

行っている.各年毎の実習内容に多少の相違はあるが血

液型,唾液型を中心に他に毒物検査,血痕検査,交差試

験等について行って来た.昭和57年より指紋及び掌紋の

検査を追加している.

昭和40年より59年までの20年間に行った学生の血液及

び唾液型,並びに昭和57年より59年の3年間における指

紋,掌紋の成績をまとめたので報告する.

実習生は男子 1,935名,女子 187名の合計2,122名で

ある.このうち台湾,マレーシア等よりの外国人留学生

が男子 11名,女子3名の計 14名含まれているが本成績

をまとめるにあたって除外した.
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実習成績並びに考察

1. 血 液 型

学生は 2人 1組になり互いに肘静脈より採血 した後,

市販の抗血清 (米国 Ortho社)を用い自己の血液の型

判定を行った.

本学では他科における実際の採血指導がないので肘静

脈からの採血は学生にとって関心の深い実習である.

1)ABO式血液型

スライド法によりオモテ検査,ウラ検査を行い型を判

定した.血球を生理食塩水で 3回洗液し2%生理食塩水

浮遊液としてオモテ検査に,血清は 60oCで 2分間非働

化した後ウラ検査に供した.

実習生 2,081名の各型の出現頻度は蓑1のようである.

日本人における各型の出現頻度日はA 型が最も多く,

次いで 0,B,AB型の順序であり,その割合はおよそ

4:3:2:1である.本実習による各型の出現頻度は蓑 1

の通りではぼこれと同様の結果を示 した.

蓑1実習生の ABO式血液型の頻度

Total A 0 B AB

2081 793 609 462 217

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11

- -->血清糟軟度 2-n

図 1
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型判定の結果,それまで誤った血液型を記憶していた

例が数例あった.その中の 1例は A 型と判定されてい

たが,実際は変異型の AIBm型であった.しかしAB

型と判定されていたものが A 或は B型であった り,

A 型と判定されていたものが 0型であった例は明らか

に誤判であった.主として高校の授業などで自分達が

行ったものであるが, 1例は医師である父親の誤判によ

るものであった.

いずれも紙上で抗血清と血液 (全血)を混ぜ合せる簡

便法によって判定されて居 り,この簡便法は全血を使用

するために型判定を誤りやすいとの指摘が従来よりなさ

れている.

実習では ABO式血液型を正 しく判定するためには

"血球を洗う",-一血清を非働化する"という意味を充分

に理解 した上で,オモテ検査 (血球側)とウラ検査 (血

清側)を同時に行い,誤判のない検査を将来にわたって

行うよう指導している.

2) 凝 集 素 価

試験管法により行った.非働化血清の 2系列連続倍数

稀釈2)を行い,第 1列に A,第 2列に B型血 球浮遊液

を加え,室温にて30分間反応させた後,凝集の有無を観

察した.

実習生 2,081名の血清の凝集素価の分布3)は･図 1のよ

うであり,いずれも2-2,048倍の間に分布している.

% 0塑血清中の a及 び 8歳 集素価

1 2 3 4 5 6 ? 8 9 10 11

-.....･.･.･.･･● 血清稀釈度 2~n
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A型血清中のβ凝集素価は64倍を示す ものが最 も多

く24.3%,次いで 128倍を示す ものが 20.7%,32倍を

示すものが 19.9%である.

0型血清中のβ凝集素価は 64倍を示すものが 25.4%

で最 も多 く,次いで 128倍 23.4%,32倍の 15.4% で あ

る.

B型血清中の α凝集素価は 64倍を示すものが 23.5%

と最も多 く,次いで 128倍の 21.0%,32倍 の 15.4% で

ある.

0型血清中のα凝集素価は 64倍及び 128倍を示す も

のが各々 23.9%,I23.6%とはば同程度であ り,次いで

32倍,256倍の 15.6%である.即ち,A,B,0型血清

中のα及びβ凝集素価はいずれも64倍を示すものが最 も

多かった.

各型における凝集素価の平均値を比較すると,A 型血

清中のP凝集素価の平均値は 144倍で 0型血清中のそ

れ (141倍)よりも高 く,B型血清中のα凝集素価の平

均値 (121倍)は 0型血清 中のそれ (155倍)よ り低

かった .

血清中のα及びβ凝集素価については佐藤4)ら並びに

飯田5)のホールグラス法による報告例がある.佐藤らは

A 型血清中のβ凝集素価及び 0 型血清中のそれは 2-

512倍の間に分布 し,64倍のものが最も多 く,そ して B

型血清中のα凝集素価は 2-512倍,0型血清中のそれは

4-512倍に各々分布 し, いずれも64倍を示すものが最

も多いと述べている.飯田らは血清中のα及びβ凝集素

価は個人差があ り,最低 2倍～最高 1,024倍の間にあり,

B型血清中のα凝集素価は A 型血清中のβのそれより

もやや高 く,0型血清中のα凝集素価は βのそれよ り

も少 し高いと述べ,更に B型血清中のα凝集素価の平

均値は 0 型血清中のそれよりも高 く,A 型血清中のβ

凝集素価の平均値 も 0 型血清中のβのそれよりもやや

高いと報告 している.そ して同一凝集素でも測定方法に

よって凝集素価が異なり,試験管法の感度が最も高 く,

次いでホールグラス法,そ して毛細管法が一番低いとも

報告 している.江口6)は年令により#集素価に変化のあ

ることを認めている.

実習は試験管法により行っているので,佐藤ら,飯田

らのホールグラス法の成績と同一線上において比較する

ことはできない.

学生の血清の稀釈技術,凝集の判定などのバ ラツキも

考慮 しなければならないが,従来の成績と同様に凝集素

価の力価にはかな りの個人差のあることが認められる.

3) Rh式血液型

被検血球の 50% 自己血清浮遊液を作製 し.ス ライ ド

法により Rho(D)血液型についてのみの検査を行 っ

た .

実習生 1,619名についての成績は表 2のようである.

日本人の D (-)の出現頻度 71はほぼ 0.5%前後であ

る.実習における D(-)は 0.93%で,従来の報告値の

範囲内にあると見ることができる.DU は 1名も検出さ

れなかった.

献血時,Rh陽性と判定されていたものが本実習にお

いて Rh陰性と認められた例が 1例あ った.献血時の

検査は紙上で行 う簡便法によるものであった.後日この

同一機関の簡便法によらない再検査の結果,Rh陰性と

訂正された.

表 2 実習生の Rh式 (D)血液型の頻度

Total D (+) D(-)

1619 1604 15

DU な し

4) MN 式血液型

MN 式血液型検査を昭和56年より行 っている.56年よ

り59年の 4年間の成績をまとめた.

MN 式血液型は被検血球の 10%生理食塩水浮遊液を

作製 し,スライ ド法により行 った,

実習生 472名の成績は蓑3のようである.

日本人の各型の出現頻度 8)-はおよそ M 型 30%,MN

型 50%,N 型 20%である.MN 式血液型は民族間に

よる頻度の差はあまりない.

これに比べ私共の実習成績における M 型の頻度は従

来の報告値とはぼ同様であるが,N 型が MN型の頻度

を上廻 って多い.

これは使用 した抗 N血清の力価が抗 M 血清に比 L

より強 く,このために披検血球の凝集開始時間に明らか

蓑 3 実習生の MN 式血液型の頻度

Total M MN N

472 143 159 170
(30.SOX) (33.69%) (36.01%)
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な差が生 L,判定に不慣れな実習生が本来 MN 型と判

定すべきものを抗 N 血清に凝集を認めた時点で判定を

行ってしまうためにN型と誤判する例が相当数含まれて

いるものと推測する.

5) 唾液の分泌型,非分泌型

自然流出唾液を採取し,直ちに煮沸後遠心L上清を分

離した.実習時間の都合により冷蔵庫に保存し, 1週間

後,凝集阻止試験により分泌型,非分泌型の判定を行っ

た .
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実習生 1,660名の成績は表 4及び図 2のようである.

従来の報告では日本人の分泌型9)(se)はおよそ75-

76%,非分泌型9)(se)は24-25%の範囲にある.

表 4 実習生の唾液の分泌型 ･非分泌型の頻度

Total Se Se

1660 1402 258

例 A型及び AB型唾 液 例 B型及 び AB型唾 液 例 O型 唾液

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll

------→ aZ暮阻止価 .?-n

図 2

ABO 式血液型物質が血球だけでなく唾液中に存在す

ることを発見したのは日本の白井10日 = 2)であり, この

型物質量に著しい個体差のあることを認めていた.Schi丘'

undSasaki13)14)は唾液中に多量の血液型物質を分泌

している個体を分泌型,分泌していない個体を非分泌型

に分け,一定の遺伝法則により遺伝するものであると報

告した.

その後,多くの研究者 15116日 7) により唾液の分泌型,

非分泌型について論じられてきたが,分泌型,非分泌型

は量的形質で,多量に型質の認められるものを分泌型,

その量の少ないものを非分泌型と区別 している.しかし

この両者間に明確な境界線があるわけではなく,型物質

量は双峰性の連続分布を示している.

凝集阻止試験により分泌型,非分泌型の判定を行う場

合,使用する抗血清の選択にあたり,中嶋18)は多数例

のヒト血清を混合して使用することをを提唱し,三沢19)

は IgM 抗体だけを含む血清を使用する必要があると述

べている.茂野20)は使用する抗血清の凝集素価の高低

により凝集阻止価が変動するので,単にある阻止価をもっ

て両者に区別することは危険であると述べている.

即ち,分泌型,非分泌型の判定は使用する抗血清の性

状や凝集素価など大切な条件であるが,特に統一された

規定はなされていない.

実習では市販 (米国 Ortho杜)のヒト由来の抗 A,
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抗 B血清,並びに当教室で作製した Ulexeuropaeus

の抽出液 (抗 H)を各々凝集素価 16倍に調整 して使用

した.唾液を2,048倍まで倍数稀釈し,反応板に各1滴

宛採り,16倍に調整した抗血清を加え室温にて30分間

反応させ,対応する血球浮遊液を滴下し約10分後,振り

混ぜながら凝集の有無を検査 した (0型唾液の場合は

試験管法によった).凝集が認められない最高稀釈倍数を

その唾液の凝集阻止価とL,阻止価4倍以下を非分泌型,

8倍以上を分泌型として判定した.

衰 4に示すように実習における両者の頻度は従来の報

告に此べ分泌型がやや高く,非分泌型がやや低い.この

ことは実習生の唾液の稀釈技術の未熟さに加え,私共の

使用抗血清の凝集素価が低 く,更に分泌型,非分泌型の

判定を凝集阻止価 4倍という比較的低い部を基準にして

いることによるものと推測している.

2.指紋及び掌紋

指紋及び掌紋は昭和 57年より59年の3年間の成績に

ついてまとめた.検査例数は指紋 337例,掌紋335例で

ある.

学生が提出したレポ-卜及び指紋,掌紋の転写図につ

いて,私共が再検査した成績を中心に,実習生自身の成

績との比較を行った.

市販の指紋用インク (PS インダス トリー社)をガラ

ス坂上に小豆大程載せ,ローラーで均一に薄くのはし,

指紋の場合はこれに軽く指 (指先より第 1関節部分)杏

押しあて,180o回転させてインクをつけ,上質紙に再び

指を 1800回転させて転写する.掌紋はローラー等で均一

に手掌にインクをぬり紙に移 し採る.

得られた指紋及び掌紋について次のような検査を行っ

弓状紋 弓 輔 紋

垂塾 架 起り状枚 准弓状A iJI} 輔i比合板

&恭 状 紋

蹄 招 枠 順 縄付舶合
綿 状 紙 綿 状 紋 推状 枚

盛 ▲姦
東 和 迷 相 互望 捗 行 型

綿状 紙 線 状 紙 綿 状 披

た.但し転写が悪く,判読が困難な指紋,掌紋図は検査

対象より除外した.

1) 指 紋 型

指紋型について簡便に述べると,松倉21)は指紋の紋

様が遺伝的形質であることに着眼してその紋様を形態的

に分類した.(図 3にその紋様の一部を示す)

即ち,弓状紋 (A),蹄状絞 (L),渦状紋 (W),の

三型を基本とし,これに中間型の弓蹄紋 (AL),蹄渦紋

(LW),弓渦紋 (AW)を加えて指紋を6型に分類した.

各紋様は指紋の隆線を屈曲する力 (屈曲因子)に支配

され,その力が大きくなれば A-AL-L-LW-W の

方向に変異し 小さくなれば逆にW-LW-L-AL-A

の方向に変化すると考えられている.そしてこの紋様に

一定の数値を与えて数量化し これを10指合計したもの

をその個人の持つ生物学的指紋価22)とした.生物学的

指紋価は親子鑑定の際の試料にもなる.

表 5 実習生の指紋各形の出現頻度

10指合計 実習生 337名

指 紋 型 再 検 査 松 倉

実 数 出現率(%) 実 数 出現率(%)

A (弓状紋) 62 1.8 190 1.5

AL (弓師紋) 87 2.6 169 1.3

L (蹄状紋) 1630 48.4 6235 49.2

LW (蹄渦紋) 444 13.1 1591 12.5

W (渦状紋) 1142 33.9 4499 35.2

AW (弓渦紋) 5 0.2 26 0.2

蹄渦紋
外廓1&合性外解集合性有柁輔渦板昨辿輔渦搬速抽型輔渦拙
AA@ 廟/1

外部鵠合性玉柏紬渦紋有招輔渦紋
戯 戯ゝ
姐旋型輔渦紋 ik合型輔渦紋

渦 状 放頒状枚稚拙叔巴状紙
戯過勤@)),柵状枚蜜状紋
蝉純型F3渦拙仙椎生l-3T3iln拙

図 3 指紋の生物学的分類模型図 (松倉)
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この松倉の方法に従い,実習生 337名 (10指合計)の

指紋を各紋型に分類すると表5のようである.

蹄状紋が最も多く見られ,全体の4乱4%,とほほ半分

を占め,次いで渦状紋 (W)33.9%,蹄渦紋 (LW)13.1%

であった.弓渦紋は僅か 5例のみが認められ 0.2%で

あった.これは松倉21)の調査による各指紋型の出現頻

度と同様の傾向を示している..

各紋型の分類にあたり,実習生は基本型である弓状紋,

蹄状紋,渦状紋に対しては正しい判断をしている場合が

多いが,中間型の弓蹄紋,蹄渦紋,弓渦紋については紋

型そのものの理解が充分になされているとはいい難く,

そのために間違って判断されている例が多い.

そこで各指紋型において私共の再検査した成績と実習

生とのそれを比較すると蓑6のようである.

例えば弓状紋についてみると,実習生は73例を弓状紋

と認めているが,この中49例が私共の再検査と一致した
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ものである.しかし,残 りの24例は各々本来は弓蹄紋 8

例,蹄状紋14例,渦状紋 1例,弓渦紋 1例と判定すべき

ものであった.又,実習生は114例を弓渦紋と判定して

いるが,この中僅か 3例のみが私共の再検査と一致 して

いるにすぎず,残 りの111例中の90例は本来渦状紋と判

定すべきものを弓渦紋と誤って判定している.

そこで私共の再検査で判定した各指紋型において,莱

習生の判定が一致した例数の割合 (仮 りに一致率と呼

ぶ),並びに実習生の判定した各指紋型において,私共

の再検査と一致をみた例数の割合 (仮りに正読率と呼ぶ)

を求めると表6に示すようであった.両者いずれの場合

も基本型において,一致率,正読率か中間型のそれより

も高い数値を示している.このことは前述したように基

本型の紋型に比べ中間型のそれが複雑であるために,紋

型そのものの理解が充分でないためと考えられ,指紋の

各紋型を正しく判断するにはかなりの習熟が必要である

蓑 6 実 習 生 の 指 紋 各 型 の 判 読 状 況 10指合計 実習生 337名

A AL L LW W AW 汁

♯49 8 14 10 1 11■3 73121 ♯56 151 2 231212 +1339 50 9 1419

107 ♯281 83 472

15 89 ♯957 1061

正読率%

A (弓状紋)

AL (弓蹄紋)

L (蹄状紋)

LW (蹄渦紋)

W (渦状紋)

AW (弓渦紋)

1

2

4

5

2

6

7

4

4

9

0

2

6

2

9

5

9

計

一致率%

過
ゞ望

ア

i ____= 三 … ≡

d:指三叉線の合点

C.D:上記より発する主線

3-13:主線の終点区城.

2:111･F指球及び'小指球下軸

I:帆三叉線の合.L.5-.

1tl:柑指球紋および第 Ⅰ指Iu1枚
乙 :小指球紋

a-b,b-C.C～d間にみられる紋様

第11-Ill.Ⅳ各指開披

図 4 手 掌 の 区 域 及 び 掌 紋
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と推測される.

2) 掌 紋23)24)

掌紋とは所謂手相判断で取扱われるシワのことではな

く手掌面の皮膚隆線による紋様のことであり,掌紋も又

遺伝的形質である.

Cummins皮 Midloの方法251に従い左右手掌紋に

ついて検討 した.即ち手掌を主線 (指三叉線),腕三叉

線,小指球紋,栂指球紋,指間紋に分けて観察 しこれを

手式によって表わした.手掌の区域24)を図 4に示す.

イ) 主 線

示指,中指,薬指,小指の基部に一致 して 4個の指三

叉線,8,b,C,dが原則として存在するが,これより

下方 (近位側)に延びる線を主線という.示指側より各

々に A 線,B線,C線,D 線といい,通常は手掌の

小指側線又は他の指の基節端もしくはその中問に終る.

主線の走行 (手式)には民族性があり,日本人ではD

線が 7乃至9で終るものが非常に多い.

実習生 335名の主線について再検査 し,これを手式で

示すと蓑7のようである.

再検査による主な主線手式は 7･5〝･5′･3が 18.8%

と最も多 く,次いで 9･7･5〝･3(9.1%),9･7･5㌧3

(6.1%),11･9･7･3(4.6%),11･9･7･5̀ (1.3%)

などであった.又 Modaltypeは 7型が 45.68%,9型

が31.08%,11型が 23.24% であった.Modaltype7型

というのは手式が Ⅹ,5,7又は 8で始まり,9型は手

式が9又は10で始まるもの,そして11型は手式が11,12

又は13で始まるものをい う.日本人における出現率は各

々 7型35-48%,9型 29-44%,11型 17-27% 程度で

あるが,私共の再検査もこの範囲内のものであった.

実習生の求めた主線手式の成績は出現頻度としては私

共の再検査とはば同様の傾向を示 している.しかし主線

の追跡に粗雑な傾向がみられ,その内容は必ず しも一致

していない.

蓑 7 観察された主な主線手式

再 検 査 主 線 出現頻度%
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実習生 335名

笠井26)は各地方の日本人男女合せて 2,500名, 5,000

の手掌を検査 した.その中最も多 くみられる主線手式は

9･7･5〝･3であり,以下 7･5〝･5′･3,7･5〝･5〝･3,
11･9･7･3,11･7･7･3(以下略)を挙げている.正

橋271は男女合せて 1,000名,2,000の手掌を検査した結

果,7･5〝･5一･3が最も多 く,次いで 9･7･5〝･3が多

かったと述べている.小片28)らが京都在住者を対象と

した調査における国籍上の日本人の 1,022名 の Modal

typeは 7型が 37.42%,9型が 37.05%,11型が 25.53%

であった.

ロ) その他の掌紋

腕三叉線,小指球紋,拘指球紋及び第 Ⅰ指間紋,第Ⅱ～

第Ⅳ指間紋の再検査による成績を蓑Sに示 した.

腕三叉線は通常は手掌の近位側線に近い所にみられる

隆線の特定三叉線で,その合点を tであらわしている.

そしてこの合点が手掌の中心近 くにある場合は t〝.両者

の中間に位置するものを t′と分類 している.通常は 1

個であるが,2個,3個の場合もある.

私共の再検査では tが 85.67%,t′が 12.84%みられ,

他に t〝(2例),tt'(7例),tt"(1例)などがみられた.

実習生は腕三叉線の約80%余 りを正 しく判断していた

が,t〝(18例),tt′(9例),tt〝(6例)などの記載がみ ら

れた.

小指球紋は小指球部にみられる隆線の紋様であって単

純な平行線ないし弓状のもの,蹄状,渦状のもの,或は

これらの中間又は合併状のものなど種々である.その紋

様に応 じて A,T,L,Wなどの記号であらわしている.

蓑 8 再検査によるその他の手掌紋

再 検 査 小 片 ら

腕 三 叉 線 t (85.67%) t (84.30%)

t′(12.84%) t′(ll.54%)

小 指 球 紋 AU(66.95%) AU(66.88%)

Lー(15.05%) Lr(12.72%)

栂 指 球 紋 0 (92.99%) 0 (91.73%)

及び第 Ⅰ指間紋 Ⅴ/0,L/0

第Ⅱ～第Ⅳ指間紋 0.0.0(39.70%)0.0.0(4.35%)

0.0.L(31.84%)0.0.L(51.13%)

0.0.1(5.27%)0.0.1(7.74%)

0.1.0(1.45%)0.1.0(3,13%)

0.L.0(2.45%)0.L.0(8.41%)

実習生 335名
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私共の再検査では Au(u;ulnar)66.95%,Lr(r;

radial)15.05%が主に観察された.

実習生は Auと判断すべきものを例えば Ac,Ar,0
或は Lu,L,など種々に分類していたが,成績の約73%

が正しく判断されていた.

栂指球紋 と第 Ⅰ指間紋は解剖学的に密接な関係があ

るので一般に両者はまとめて観察される.単なる平行線

のもの,痕跡的屈曲状紋,或は蹄状紋や渦状紋,又そ

れらの合併ないし中間型のものがみられる.その型に応

じて各々 0,Ⅴ,L,Wの記号であらわしている･

私共の再検査では 092.99%の他に Ⅴ/0,L/0など

が観察された.

実習生は成績の約75%を正しく判断していたが0と判

断すべきものが Ⅴ や しであったり,中には説明の項

にない A などと記載してあるものもあった.

第Ⅱ～第Ⅳ指間紋は第 2-第 5指基節の中間 (図 4の

ab,bc,cd間)にみられる紋様で各々第 Ⅱ,第Ⅲ･第

Ⅳ指間紋といい,その形状及び隆線の数に従 って L,

I,D,d,Ⅴ,0 と分類記号される,

私共の再検査では 0･0･0(39.70%),0･0･L(31.84

形),0.0.1(5.27%),0.1.0(1.45%),0.L.0(2.45%)

などが観察された.

実習生の各紋理の理解が充分になされていないので,

例えば L と 1,Ⅴ と し,0 と Ⅴ の区別が出来ていな

いと思われる例が相当数あった.

以上,私共と実習生の指紋,掌紋の成績について述べ

た,殆んどの実習生は指紋,掌紋の検査は "おもしろ

かった''と感想を述べて居り,更にこれらが万人不同の

ものであることを再確認し,且つ遺伝的要素があること

に興味をおぼえたようである.

又,皮膚紋理と疾病との関係が臨床的にも研究29)され

ているが,指掌紋の採取に普通の朱肉を用いて失敗した

という臨床医の話を聞くと,学生の実習に指掌紋採取及

びその判読の一端を行わせることは大いに意義があるの

ではないかと考える.

お わ り に

当教室の法医学実習における昭和40年より59年までの

20年間に行った実習生の血液型及び唾液の型について報

告した.又昭和57年より59年までの3年間に行った指紋

及び掌紋の成績についても報告 した.

実習時間帯が火曜日の午後 4時からということで,時

間的に十分な実習内容を盛 り込むことが出来なかった.

しかし昭和60年度より午後 1時20分からの実習時間とな

465

り, 1日毎に実習内容を区切れるようになった.

(本文の論旨は昭和58年 5月第68次日本法医学会

総会において発表した.)
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